
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３回西牧地区まちづくり協議会では、8 月から 9 月にかけて実施した、アンケート調査の

結果報告を行いました。また、前回皆さまからいただいたご意見や、アンケート調査結果を踏

まえた、土地利用計画図、特別指定区域の区域図の素案について、意見交換を行いました。 

これらの素案等については、11 月１日より西牧公民館で縦覧を行いますので、皆さま是非ご

覧ください。（縦覧の詳細については、裏面をご確認ください。） 

次回の西牧地区まちづくり協議会では、縦覧の経過報告と、まちづくり計画案の最終確認を

行う予定です。次回も当協議会へのご参加・ご協力をお願いします。 
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お問い合わせ まちづくり協議会会長（       ）まで 電話：   －    －     

携帯：   －    －     

西牧地区まちづくり協議会（令和 5年 10月発行） 

第１０号 西牧地区 
田園まちづくりニュース 

アンケート調査の結果を報告します！ 

 【アンケート調査結果報告】 

 

 

 〈第３回の開催概要〉 

日時：10/15(日)10:00～11:30 

場所：西牧公民館 

内容： 

●第２回協議会の振り返り 

●アンケート結果報告 

●土地利用計画、特別指定区域の素
案についての意見交換 

●計画案の縦覧について 

●次回の予定 

第 1 回 
（8/20） 

 
田園まちづく

り制度の説明 
今年度スケジ
ュール など 
 

第 2 回 
（9/17） 

 
制度の勉強会 

土地利用計画
図、特別指定
区域図の確認 

第 3 回 
（10/15） 

 
アンケート結果報告 
計画案の確認 

縦覧の説明 

第 4 回 
（11/19） 
 
今後のまちづ

くり活動につ
いて 
縦覧経過報告 

 

第 5 回 
（12/24） 

【総会】 

計画案の決定 

第２回アンケート調査の実施 
 

西牧地区まちづくり協議会２年目のスケジュール 

１
年
目 

済 済 

 

次回の協議会は・・・ 

1１月 1９日(日) 10時～、西牧公民館です。 

ぜひ気軽にご参加ください！！ 

済 済 

目 的：西牧地区まちづくり構想の実現に向けて、西牧地区内に 
土地をお持ちの方の土地活用についてのご意向を伺う。 

期 間：令和 5 年 8 月～9 月 
回収率：47.1%（地区内在住：54.7%、地区外在住：31.5%） 

 

皆さま、回答にご協力いただき
ありがとうございました！！ 

将来の土地の活用意向について 

「そのまま売る」が 11.8%（29 筆）、「そのまま貸す」が 2.4%

（6 筆）であり、これらの土地は今後転売等、動く可能性が高い。 

⇒田園まちづくりとして、これらの土地を今後どのような方に売

る、または貸すかについて皆さんで考えることが重要です。 

【回答者全体】 

 68.7% 2.4%

11.8%

6.1%

11.0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在のまま そのまま貸す

そのまま売る その他

無回答、無効回答

項目 筆数 比率
現在のまま 169 68.7%
そのまま貸す 6 2.4%
そのまま売る 29 11.8%
その他 15 6.1%
無回答、無効回答 27 11.0%
計 246 100.0%



 
西牧地区まちづくり計画の案・特別指定区域の指定の案 

の縦覧及び意見書の提出について 
 

 下記の通り縦覧します。是非ご覧いただき、意見のある方は意見書を提出してください。 

 

【縦覧期間】令和５年11 月１日（水）～令和５年11 月14 日（火） 

 

【縦覧場所】西牧公民館 
（加古川市志方町西牧 39） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容】 

１ 地区まちづくり計画の案 

（１）まちづくりに関する方針（案） 附図 まちづくり構想図 

（２）現況図 

（３）土地利用計画図（案） 

２ 特別指定区域の指定の案 

（１）特別指定区域の区域及び予定建築物等の用途 

（２）特別指定区域の位置図 

（３）特別指定区域の区域図（案） 

 

【意見書の提出方法】意見書を文書で作成して、西牧公民館備え付専用箱に投函 

          意見書の提出期間は、11/1（水）～11/21（火）までです。 

 

【お問合せ先】西牧地区まちづくり協議会 会長      （自宅）   -   -     

（携帯）   -    - 

 

【広報の方法】加古川市役所ホームページ及び広報かこがわ 11月号に掲載 

 
※案の縦覧は市役所でも行っています。（意見書の提出はできません） 

【縦覧期間】上記と同じ(11/1～11/14)です。 

時間は、午前 8時 30分～午後 5時 15分（土・日曜、祝日は除く）です。 

【縦覧場所】加古川市役所 都市計画部 まちづくり指導課（電話 079-427-9418） 

 

県道 65号 

神戸加古川姫路線 
 

西牧公民館 


